
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  交通反則金の会社負担 

Ｑ：当社の社員が今月に入り、携帯電話を

使用しながら運転していたとして警察に捕ま

り、罰金を支払わされました。業務中だった

ので罰金を会社で負担してやろうと思います

が、税務上、どんな取扱いになりますか？ 

 

Ａ：業務遂行に関連して課された罰金を会

社が負担したときは、その罰金は損金に算入

できません。 

【解説】 

 道路交通法の改正により、先月の１日から

携帯電話を使用しながら車の運転をすると５

万円以下の罰金が課せられることとなりまし

たので注意しなければなりませんが、社員が

不注意で課されてしまった場合に、その罰金

を会社が負担すると、次のように取り扱われ

ます。 

①会社の業務遂行に関連して課された罰金 

業務遂行中に課された罰金は、社員に対

する給与とならず、会社の費用として認

められますが、損金に算入することはで

きません。これは、罰金を損金に算入す

ることを認めますと、罰金の効果が減殺

されてしまうからです。 

  ②①以外の罰金 

業務遂行に関連しない行為に対して課さ

れた罰金を会社が負担した場合は、その

罰金相当額は、その社員に対する給与と

なります。したがって、源泉徴収の対象

となるとともに、その社員が役員である

場合には、役員賞与となり、損金に算入

することができません。  

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００４年）平成１６年  火曜日   ２１ 月   日 

 
７

発行所 株式会社 
大阪市中央区平野町３－１－１０  
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

２ ６ ７ ９  

 

号 


